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える地域づくりを一層推進するため、現在、自治体や関係団体を中心

として展開されている以下の取組みについて、引き続き推進する。

・認知症地域支援体制構築等事業

・認知症になっても安心して暮らせる町づくり１００人会議

・認知症サポーター１００万人キャラバン

・ 認知症でもだいじょうぶ町づくり」キャンペーン「

・認知症の人「本人ネットワーク」支援

・認知症の人や家族の力を活かしたケアマネジメントの推進

（４）中・長期的対策

ア 適切なケアの普及

(ｱ) 認知症ケアの評価等の検討

○ 介護の現場に対する専門的な認知症ケアの普及を促進するため、

認知症介護指導者等認知症介護に係る専門研修を修了した者を配置

する介護保険施設・事業所の評価のあり方について検討する。

○ 在宅におけるＢＰＳＤ対応の支援、ＢＰＳＤに対する適切なケア

の提供を図るため、適切なＢＰＳＤ対応等を行う介護老人福祉施設

等における緊急ショートステイの評価のあり方について検討する。

(ｲ) 認知症介護研究・研修センター事業の推進

認知症介護研究・研修センターについては、認知症ケアの標準化、

高度化、こうした認知症ケア手法の普及、高齢者虐待防止に係る研究

・研修、認知症に係る医療と介護との効果的な連携方策に係る研究・

研修等に専門的に取り組む中核的機関として、その役割・機能の重点

化や効率化を検討する。

イ 本人・家族支援
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(ｱ) 認知症サポーターの増員

「認知症サポーター１００万人キャラバン」については、自治体、

、 （ ）企業等による自主的な取組みを促すなどにより 平成２６ ２０１４

年までには、約４００万人を養成することを目標とする。

(ｲ) 小・中学校における認知症教育の推進

今後、我が国における認知症の人やその家族等に対する地域におけ

る支援を普及・定着させるため、関係省庁の連携の下、小・中学校か

らの認知症教育を推進する。
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５ 若年性認知症対策

（１）現状・課題

若年性認知症は、いわゆる現役世代が発症するが、若年性認知症に対する

認識が不足し、診断される前に症状が進行し社会生活が事実上困難となるケ

ースや、本人やその家族、企業及び医療機関等が若年性認知症を知っていて

も、活用が可能な福祉や雇用の施策があまり知られていないことなどから、

経済的な面も含めて本人とその家族の生活が困難な状況になりやすいことが

指摘されている。

このため、若年性認知症に対する理解の促進や早期診断、医療、介護の充

実はもとより、雇用継続や就労の支援、障害者手帳の早期取得や障害基礎年

金の受給などに対する支援を行い、これらの施策の中から若年性認知症の人

一人ひとりの状態に応じた支援を図る体制を構築することが喫緊の課題とな

っている。

（２）今後の方向性

このような現状を踏まえ、今後は若年性認知症の特性や実態を速やかに明

らかにするとともに、①若年性認知症に係る相談コールセンターの設置、②

診断後からのオーダーメイドの支援体制の形成、③若年性認知症就労支援ネ

ットワークの構築、④若年性認知症ケアの研究・普及、⑤若年性認知症に関

する国民への広報啓発等を総合的に実施することにより、若年性認知症対策

を推進するものとする。

（３）短期的対策

ア 若年性認知症に係る相談コールセンターの設置

誰もが気軽に相談できて、早期に認知症疾患医療センター、認知症連携

担当者を配置した地域包括支援センター、障害者就労の支援機関等へ適切

に結びつけられるよう、若年性認知症に係る相談コールセンターを全国に

１か所設置する。
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イ 診断後からのオーダーメイドの支援体制の形成

若年性認知症の人の支援に必要な施策を迅速かつ適切に結びつけ、活用

するため、地域包括支援センターに配置する認知症連携担当者が中心とな

り、認知症疾患医療センター等の医療機関において若年性認知症との確定

診断を受けた人を対象に、

(ｱ) 就労中で雇用継続が可能な人については、ハローワーク及び地域障

害者職業センター等と連携し 本人及び企業に対する職場適応援助者 ジ、 （

ョブコーチ）支援や障害者手帳の取得による障害者法定雇用率への算定

等の雇用継続に向けた施策について周知し、活用を図ることができるよ

うにする。

(ｲ) 雇用継続が困難な人については、若年性認知症対応型のデイサービ

ス、障害者福祉施策の就労継続支援Ｂ型事業所や地域活動支援センター

の利用など、日中活動の場の確保に向けて支援する。

(ｳ) 自宅での生活が困難な人については、認知症グループホームなどの

介護保険サービスや障害者グループホーム・ケアホームの利用など、住

まいの確保に向けて支援する。

(ｴ) 若年性認知症の本人や家族の会を紹介するなど、身近に相談できる

先が確保できるよう支援する

等若年性認知症の人一人ひとりの状態やその変化に応じ、適切な支援施策

が活用できるよう支援する。

ウ 若年性認知症就労支援ネットワークの構築

各都道府県に設けられている障害者就労支援ネットワーク（就労継続支

援事業所等の障害者福祉施策、ハローワークや地域障害者職業センター等

の労働施策、商工会議所等の経済団体、医療機関、自治体等で構成）を活

用し、認知症連携担当者が調整役として参画することにより、医療・福祉

と雇用・就労の関係者が連携した「若年性認知症就労支援ネットワーク」

を新たに構築する。

当該ネットワークの構成員は、個別事例への対応を通じて若年性認知症
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の人に対する雇用継続・就労支援に係るノウハウを集積するとともに、当

該ネットワークの構成員や加盟企業等に対し、若年性認知症に関する理解

を深めるための研修を行う。

エ 若年性認知症ケアの研究・普及

若年性認知症ケアの開発・普及を促進するため、モデル事業の実施によ

り、若年性認知症の人の身体機能やニーズにあったケアの研究・普及を行

う。

オ 若年性認知症に関する国民への広報啓発

○ 若年性認知症の早期発見や企業等を含めた早期対応を促進するため、

若年性認知症に関する理解の普及、早期診断の重要性、雇用継続や就労

の支援、障害者サービスの活用等発症後の支援策及び相談窓口の周知等

について国民に広く広報啓発する。

○ 認知症の確定診断直後からの支援を機能させるため、特に、医師に対

する若年性認知症早期診断の重要性及び支援施策の周知を推進する。

（４）中・長期的対策

ア 若年性認知症対応の介護サービスの評価

若年性認知症対応型のショートステイやグループホーム等介護保険サー

ビス全体での若年性認知症受入れのあり方等について検討する。

イ 若年性認知症発症者の就労継続に関する研究の実施

障害者職業総合センターにおいて 「若年性認知症発症者の就労継続に、

関する研究（平成２０年～平成２１年 」を実施し、就労継続や就労支援）

ニーズ、事業主におけるニーズを明らかにするとともに、障害特性に対応

した課題を取りまとめ、雇用継続の支援への活用を推進する。
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おわりに

○ 本プロジェクトにおいては、今後の認知症対策について、その実現の可能性

の濃淡にかかわらず、他省庁の施策を含めた論点に総合的に言及したところで

あり、その実施状況については、必要に応じフォローアップ・検証を行うもの

とする。

併せて、自治体の取組み状況やその格差、インフォーマルな取組みの状況等

についても必要に応じて把握し、必要な支援を行うものとする。

○ また、認知症対策は、本プロジェクトにおいて完結するものではないことは

いうまでもなく、本プロジェクト終了後においても、関係部局（大臣官房、医

政局、健康局、医薬食品局、職業安定局、社会・援護局、障害保健福祉部、老

健局、保険局等）や国立長寿医療センター、国立精神・神経センター、認知症

介護研究・研修センター、関係省庁等との密接な連携のもとで、認知症対策を

総合的に推進することが必要である。
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「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」開催要綱

１．目的

認知症について、的確な実態把握、診断技術等の研究開発、保健・医療・福祉サービ

スや地域支援体制による総合的・継続的な支援のあり方等認知症対策の基本方針及び具

体的な対策を策定するため、厚生労働大臣の指示の下に、厚生労働省内関係部局による

内部打合会議を開催する。

２．名称

本会合は 「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」と称する。、

３．主な検討事項

（１）認知症患者の実態把握・将来推計

（２）予防・治療技術等の研究開発

（３）医療対策の充実

（４）介護対策の充実

（５）本人・家族への支援

（６）その他

４．構成員

厚生労働大臣の指示の下に、大臣官房技術総括審議官、医政局長、社会・援護局長、

。障害保健福祉部長及び老健局長並びに専門的な助言を得るための有識者により構成する

、 、 、 。また プロジェクトチームの進め方については 適宜副大臣の指示を仰ぎ 調整する

（有識者）

・朝田 隆（筑波大学教授）

・岩坪 威（東京大学教授）

・遠藤 英俊（国立長寿医療センター包括診療部長）

・中島 健一（日本社会事業大学教授）

・永田 久美子（認知症介護研究・研修東京センター主任研究主幹）

５．運営

・ 本プロジェクトの庶務は、関係課の協力を得て老健局計画課認知症・虐待防止対策

推進室が行う。

６．開催期間

平成２０年５月に第１回打合会議を開催し、７月を目途に基本方針、短期的対策及び

中・長期的対策のとりまとめを行う。

７．施行日

本要綱は、平成２０年５月１日から施行する。



認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト

検討経過

第 回 （平成 年 月 日）1 20 5 1
○ プロジェクトの目的、内容、スケジュール等について

○ その他

第 回 （平成 年 月 日）2 20 5 19
○ 関係団体からのヒアリング

・ 社団法人 認知症の人と家族の会

代 表 理 事 高 見 国 生 氏

・ 特定非営利活動法人 全国認知症グループホーム協会

代 表 理 事 木川田 典 彌 氏

副代表理事 岩 尾 貢 氏

○ 介護対策

○ 若年性認知症者の自立支援

○ 本人・家族の支援

○ その他

第 回 （平成 年 月 日）3 20 6 5
○ 医療対策

○ 研究開発

○ その他

第 回 （平成 年 月 日）4 20 6 30
○ 「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」

論点の取りまとめ

○ その他


